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規

則

青
森
県
行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
三
号

青
森
県
行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
書
士
法
施
行
細
則

(

昭
和
五
十
年
六
月
青
森
県
規
則
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
五
号｣

の
下
に

｢

。
以
下

｢

府
令｣

と
い
う
。｣

を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

｢

第
九
条
第
一
項｣

の
下
に

｢
(

法
第
十
三
条
の
十
七
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
中｢

法
第
十
七
条
第
一
項｣

を｢

府
令
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号｣

に
改
め
、

同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

府
令
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
知
事
の
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

成
立
年
月
日

二

法
人
番
号

三

行
政
書
士
会
の
会
員
と
な
っ
た
年
月
日

四

行
政
書
士
法
人
を
代
表
す
べ
き
社
員
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名

第
六
条
第
二
項
中

｢

第
十
三
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
三
条
の
二
十
二
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中

｢行
政
書
士
業
務
帳
簿
｣

を

｢行
政
書
士
・
行
政
書
士
法
人
業
務
帳
簿
｣

に
改
め

る
。第

二
号
様
式
の
裏
中

｢一
に
｣

を

｢い
ず
れ
か
に
｣

に
、｢20万

円
｣

を

｢30万
円
｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
の
表
中

｢第
13条
第
１
項
｣

を

｢第
13条
の
22第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
裏
中

｢第
13条

都
道
府
県
知
事
｣

を｢第
13条

の
22

都
道
府
県
知
事
｣

に
、｢行

政
書
士
の
｣

を｢行

政
書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
の
｣

に
、
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� �
｢第
23条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
､
５
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
｡

�
第
13条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
吏
員
の
検
査
を
拒
み
､
妨
げ
又
は
忌

を

避
し
た
者

｣

｢第
23条
の
２
第
13条
の
22第
１
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
吏
員
の
検
査
を
拒
み
､

に
改
め
る
。

妨
げ
又
は
忌
避
し
た
者
は
､
30万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
｡

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
四
号

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則

(

平
成
八
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
号
中

｢

第
八
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
百
二
十
五
条
第
一
項｣
に
、｢

第
五
十
六
条
の

十
三
第
一
項
又
は
第
八
十
条
の
三
第
一
項｣

を｢

第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
七
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

｢

第
五
条
第
二
項｣

を

｢

第
五
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

日
本
道
路
公
団

三

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構

四

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

五

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構

六

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

七

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構

八

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構

第
十
条
中
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第

十
八
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
一
条
第
五
号
中

｢

第
八
十
三
条
の
三
第
一
項｣

を

｢

第
百
四
十
三
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
改
正
規
定
は
公
布

の
日
か
ら
、
第
九
条
第
四
号
の
改
正
規
定
は
都
市
緑
地
保
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成

十
六
年
法
律
第
百
九
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
十
七
号

次
の
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
名
称
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森

県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
四
条
の
二
第
一
項

前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
八
月
二
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

分

名

称

代
表
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

変

更

年
月
日

変
更
前

有
限
会
社
丸
義
商
会

変
更
後

株
式
会
社
丹
藤

丹
藤

昭
文

弘
前
市
大
字
小
比
内
四
丁
目

二
の
一

平
成

��

･

�･

�

� �
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青
森
県
告
示
第
五
百
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
八
月
二
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

し
ん
せ
い
五
戸
農
業
協
同
組
合
川
内
支
所

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内

し
ん
せ
い
五
戸
農
業
協
同
組
合
倉
石
支
所

三
戸
郡
倉
石
村
大
字
中
市

を

し
ん
せ
い
五
戸
農
業
協
同
組
合
新
郷
支
所

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来

｣

｢

し
ん
せ
い
五
戸
農
業
協
同
組
合
川
内
支
店

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
切
谷
内

し
ん
せ
い
五
戸
農
業
協
同
組
合
倉
石
支
店

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
中
市

に
改
め
る
。

し
ん
せ
い
五
戸
農
業
協
同
組
合
新
郷
支
店

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来

｣

公

告

青
森
県
徴
税
吏
員
証
の
無
効

次
の
青
森
県
徴
税
吏
員
証
は
、
紛
失
し
た
か
ら
無
効
と
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
一
〇
一
号

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
吾
妻
沢
一
の
二
四
か

ら西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
吾
妻
沢
二
七
の
七
ま

で

平
成
��･

�･
�

県
道
山
田
鶴
田
線

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻
堰
字
花
岡
二
六
か
ら

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻
堰
字
稲
実
一
六
三
ま
で

��･

�･

��

� �

２ １ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

一
〇
一
号

路
線
名

西
津
軽
郡
岩
崎
村
大
字
松
神
字
上
浜
松
九
二
の
一
二
か
ら

西
津
軽
郡
岩
崎
村
大
字
黒
崎
字
小
浜
二
四
八
の
三
ま
で

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
吾
妻
沢
一
の
二
四
か
ら

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
吾
妻
沢
二
七
の
七
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
四
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
七
四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

一
五
七
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
十
和
田
�
Ｌ
�
ス
テ
ー
ジ
ク
リ
エ
ー
ト

三

代
表
者
の
氏
名

野
崎

能
成

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
東
四
番
町
二
の
四
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
個
人
ま
た
は
団
体
と
の
連
携
を
図
り
、
芸
術
文
化
活
動
及
び
そ
の
支
援
に

関
す
る
事
業
を
行
い
、
以
っ
て
地
域
に
お
け
る
芸
術
及
び
生
活
文
化
の
創
造
と
振
興
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

貸
金
業
者
の
登
録
の
取
消
し

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
貸
金
業
者
の
登
録
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号

ユ
ー
ズ
ロ
ー
ン

二

氏
名

長
谷
川
順
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
沖
館
三
丁
目
二
の
二
〇

四

登
録
番
号

青
森
県
知
事

(

一)

第
〇
一
五
五
五
号

五

登
録
年
月
日

平
成
十
三
年
十
二
月
十
二
日

六

登
録
の
取
消
し
の
年
月
日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
二
日

七

適
用
条
文

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
青
森
店
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
浜
田
字
板
橋
五
の
四

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青 森 県 報平成16年７月30日 金曜日 第2359号 �

名

称

発
行
番
号

発

行

年
月
日

紛
失
し
た
者

の
所
属
、
職

及
び
氏
名

紛

失

年
月
日

紛
失
場
所

青
森
県
徴
税
吏
員
証

(
賦
課
徴
収
に
関
す

る
質
問
及
び
検
査)

第
二
七
一
八
号

平
成
十
五

年
七
月
一

日

青
森
県
徴
税
吏
員
証

(

滞
納
処
分
に
関
す

る
質
問
、
検
査
及

び
捜
索)
第
二
七
一
八
号

平
成
十
五

年
七
月
一

日

弘
前
県
税
事

務
所
主
事和
田
美
加

平
成
十
六

年
七
月
二

日

弘
前
市
内

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
丁
目
一
の
四

代
表
取
締
役

井
坂
榮

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
の
八

代
表
取
締
役

井
坂
榮

平
成

��

･

�･

��

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
丁
目
一
の
四

代
表
取
締
役

井
坂
榮

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
の
八

代
表
取
締
役

井
坂
榮

平
成

��

･

�･

��

� �



� �

四

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
七
月
二
十
一
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
十
和

田
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
七
月
二
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

正

誤

人

事

課

青 森 県 報������	
�� �� 第2359号�� �

平
成
��

･

�･

��

号
外
第
二
七
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

訓
令
甲

区

分

第
七
号

番

号

�

ペ
ー
ジ

下 段

�

行

。) 誤

。)

。
正

平
成
��･

	･

�


第
二
三
五
二
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

告

示
区

分

第
五
〇
三
号

番

号

�

ペ
ー
ジ

下 段

後
ろ
か

ら

�

後
ろ
か

ら




行

一
、
四
七
二
・
三
七

六
・
六
七 誤

一
、
四
七
二
・
四
八

六
・
六
四 正

港

湾

空

港

課
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


